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生活保護制度

・被保護者（介護保険の被保険者と混同しないように注意）
・8つの扶助、給付は現物給付と金銭給付（介護保険は現物給付と償還払い）
・④医療扶助と⑤介護扶助は原則は現物給付(介護保険で償還払いのものは金銭給付)、それ以外は金銭給付
・世帯単位
・介護と関係のない住宅の補修は③、介護のための住宅改修は⑤の金銭給付

①生活扶助 日常生活の需要を満たすための給付（飲食物費、被服費、光熱水費、介護保険料）

②教育扶助 義務教育の就学に必要な費用

③住宅扶助 住宅の確保および補修、維持のために必要なもの

④医療扶助 入院・通院による治療費。生活保護法で指定された指定医療機関に委託して行われる

⑤介護扶助 介護保険法に規定する要介護者・要支援者が対象

⑥出産扶助 出産に要する費用

⑦生業扶助 就労のために必要なもの

⑧葬祭扶助 火葬・埋葬・納骨に必要なもの 1
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65歳以上の被保護者
（1号被保険者〇）

40歳以上64歳以下の被保護者

医療保険加入
（2号被保険者〇）

医療保険未加入
（2号被保険者×）

保険料 生保① 自分で支払っている
被保険者ではないので
保険料発生しない

介護保険
介護保険＞生活保護

9割
介護保険＞生活保護

9割
生活保護

10割

自己負担分 生保⑤（1割） 生保⑤（1割） 生保⑤（10割）

生活保護制度

・生活保護と介護保険との関係は以下の3タイプ
・8つの扶助のどれになるのかは番号で考えると分かりやすい（①も⑤もどちらも生活保護）
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では、被保護者が介護保険施設に入所した場合はどうなるか？

・保険料は生活保護①

・基本サービスの利用者負担分（黒）→生活保護⑤

・食費・居住費（青）
特定入所者介護サービス費で賄われない自己負担分→生活保護⑤

・日常生活費（黄）→生活保護①

介護サービス費
3万

食費
5万

居住費
10万

日常生活費
２万
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被保護者が受ける介護サービスと介護保険との違い

サービス内容
・介護保険のサービスとほぼ同じ（移送が加わる）
・移送とは？：介護サービスの利用に伴う交通費

(要支援)要介護認定
・介護保険の被保険者〇→介護保険法で行う
・介護保険の被保険者✖→生活保護法で独自に行う（介護認定審査会に審査・判定は委託）

指定介護機関
・介護保険法の指定＋生活保護法の指定を受けた指定介護機関に委託して行われる
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